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(57)【要約】
【課題】パネルの敷設作業が簡単で、床板の目地を揃え
ることができ、かつ敷設後はパネルが上方に浮き上がる
のを防止できるデッキ構造を提供する。
【解決手段】デッキ構造は、脚部材の上に形成される支
持体と、支持体の上に敷設される複数のパネル５１と、
敷設された４つのパネル５１のコーナー部が相互に突き
合わされる集合部に取り付けられるスペーサ部材６とを
有する。パネル５１は、当該パネル５１の内方側に凹ん
だ凹溝５２ｘが側面に形成された平面視で矩形状の床板
部材５２を備える。スペーサ部材６は、４つのパネル５
１の床板部材５２の凹溝５２ｘにそれぞれ水平方向から
挿入される４つの挿入部６ａ～６ｄと、相互に隣り合う
床板部材５２間の間隙に介在する４つの突起部６ｅ～６
ｈとを備え、上記４つの挿入部６ａ～６ｄは相互に同一
平面上に形成され、上記４つの突起部６ｅ～６ｈの水平
方向の幅は全て相互に同一の値に形成されている。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脚部材の上に形成される支持体と、
　支持体の上に前後方向及び左右方向に並べて敷設される複数のパネルと、
　敷設された４つのパネルのコーナー部が相互に突き合わされる集合部に取り付けられる
スペーサ部材とを有し、
　上記パネルは、当該パネルの内方側に凹んだ凹溝が側面に形成された平面視で矩形状の
床板部材を備え、
　上記スペーサ部材は、４つのパネルの床板部材の凹溝にそれぞれ水平方向から挿入され
る４つの挿入部と、相互に隣り合う床板部材間の間隙に介在する４つの突起部とを備え、
　上記４つの挿入部は相互に同一平面上に形成され、
　上記４つの突起部は、前後方向に並ぶ２つの突起部の幅が相互に同一で、かつ左右方向
に並ぶ２つの突起部の幅が相互に同一になるように形成されていることを特徴とするデッ
キ構造。
【請求項２】
　請求項１に記載のデッキ構造において、
　上記４つの突起部の幅は全て相互に同一の値に形成されていることを特徴とするデッキ
構造。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のデッキ構造において、
　上記スペーサ部材の４つの挿入部のうち相互に隣り合う２つの挿入部の側部は、残りの
２つの挿入部から離れるほど先細りになるテーパー状に形成されていることを特徴とする
デッキ構造。
【請求項４】
　請求項３に記載のデッキ構造において、
　上記側部がテーパー状に形成された２つの挿入部に比べて、残りの２つの挿入部のほう
が、床板部材の凹溝に挿入される面積が小さい値に形成されていることを特徴とするデッ
キ構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デッキ構造に関し、詳しくは、デッキの床板を形成する複数のパネルが敷設
されるデッキ構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の建物に設けられるデッキは、施工地盤に脚部材を立設し、脚部材の上に大引を
配設し、大引の上に根太を配設して、大引と根太とで格子状の支持体を形成し、この支持
体の上に複数のパネルを敷設して床板を形成し、支持体及び床板の周縁部に化粧板として
の幕板を取り付けたものである。
【０００３】
　敷設したパネル同士を連結する構造として、特許文献１及び２には、４つのパネルのコ
ーナー部を集合させ、この集合部に平面視で卍型の連結部材又は十字型の連結部材を配置
して、この連結部材で４つのパネルを相互に連結することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１２９７３６号公報（特に図１０、図１１（ｂ））
【特許文献２】特開２００３－２７７１８号公報（特に図６、図８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　上記特許文献１では、卍型の連結部材の４つの挿入片がそれぞれ１つのパネルの内部空
洞に挿入される。連結部材の挿入片は平面視で９０°づつずれているので、４つのパネル
の挿入方向も９０°づつずれる。そのため、パネルの連結作業に手間取るという不具合が
ある。上記特許文献２では、十字型の連結部材に上方が開口する挿入溝が十字に形成され
、上記挿入溝にパネルの脚部が上方から挿入される。そのため、敷設したパネルの上を歩
行中にパネルが上方に浮き上がるおそれがある。
【０００６】
　一方、床板を見栄えよくきれいに仕上げるためには、床板の目地を揃えることが重要で
ある。
【０００７】
　そこで、本発明は、パネルの敷設作業が簡単で、床板の目地を揃えることができ、かつ
敷設後はパネルが上方に浮き上がるのを防止できるデッキ構造の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するためのものとして、本発明は、脚部材の上に形成される支持体と、
支持体の上に前後方向及び左右方向に並べて敷設される複数のパネルと、敷設された４つ
のパネルのコーナー部が相互に突き合わされる集合部に取り付けられるスペーサ部材とを
有し、上記パネルは、当該パネルの内方側に凹んだ凹溝が側面に形成された平面視で矩形
状の床板部材を備え、上記スペーサ部材は、４つのパネルの床板部材の凹溝にそれぞれ水
平方向から挿入される４つの挿入部と、相互に隣り合う床板部材間の間隙に介在する４つ
の突起部とを備え、上記４つの挿入部は相互に同一平面上に形成され、上記４つの突起部
は、前後方向に並ぶ２つの突起部の幅が相互に同一で、かつ左右方向に並ぶ２つの突起部
の幅が相互に同一になるように形成されていることを特徴とするデッキ構造に関する。
【０００９】
　本発明によれば、支持体の上に敷設された４つのパネルのコーナー部の集合部において
は、相互に同一平面上に形成されたスペーサ部材の４つの挿入部がそれぞれ４つの床板部
材の側面の凹溝に水平方向から挿入され、かつ、前後方向に並ぶ２つの突起部の幅が相互
に同一で、左右方向に並ぶ２つの突起部の幅が相互に同一になるように形成されたスペー
サ部材の４つの突起部がそれぞれ相互に隣り合う床板部材間の間隙に介在する。したがっ
て、上記挿入部により、床板部材の上下方向の高さ（床板部材の上面の高さ）が揃い、か
つ、上記突起部により、前後方向に並ぶ床板部材間の間隔（縦の目地）が揃い、左右方向
に並ぶ床板部材間の間隔（横の目地）が揃う。そのため、デッキの床板が見栄えよくきれ
いに仕上がる。
【００１０】
　その上で、４つのパネルを敷設するときは、例えば、所定の１つのパネルを先に支持体
の上に敷設し、敷設したパネルの床板部材の側面の凹溝にスペーサ部材の所定の１つの挿
入部を挿入し、残りの３つの挿入部に残りの３つのパネルの床板部材の側面の凹溝を順に
嵌合させつつ（このとき相互に隣り合う床板部材間に突起部を挟みつつ）、残りの３つの
パネルを順に敷設すればよい。あるいは、所定の２つのパネルを先に支持体の上に並べて
敷設し、敷設した２つのパネルの相対向する床板部材の側面の凹溝にスペーサ部材の所定
の２つの挿入部を同時に挿入し（このとき２つの床板部材間に突起部を挟み）、残りの２
つの挿入部に残りの２つのパネルの床板部材の側面の凹溝を順に嵌合させつつ（このとき
相互に隣り合う床板部材間に突起部を挟みつつ）、残りの２つのパネルを順に敷設すれば
よい。
【００１１】
　したがって、複数のパネルを簡単に敷設することができる。また、パネルの敷設後は、
スペーサ部材の挿入部が床板部材の側面の凹溝に水平方向から挿入されているので、パネ
ルを上方に浮き上がらせるような力が作用しても、上記挿入部と凹溝とが引っ掛かってパ
ネルが上方に浮き上がらない。これにより、パネルの敷設作業が簡単で、床板の目地を揃
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えることができ、かつ敷設後はパネルが上方に浮き上がるのを防止できるデッキ構造が提
供される。
【００１２】
　本発明においては、上記４つの突起部の幅は全て相互に同一の値に形成されていること
が好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、全ての目地が揃う。そのため、デッキの床板がより一層見栄えよく
きれいに仕上がる。
【００１４】
　本発明においては、上記スペーサ部材の４つの挿入部のうち相互に隣り合う２つの挿入
部の側部は、残りの２つの挿入部から離れるほど先細りになるテーパー状に形成されてい
ることが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、所定の２つのパネルを先に支持体の上に並べて敷設し、敷設した２
つのパネルの相対向する床板部材の側面の凹溝にスペーサ部材の所定の２つの挿入部を同
時に挿入する際に、上記側部がテーパー状に形成された２つの挿入部を同時に挿入するこ
とにより、上記テーパーによって上記同時挿入が容易となり、この点において、パネルの
敷設作業がより一層簡単となる。
【００１６】
　本発明においては、上記側部がテーパー状に形成された２つの挿入部に比べて、残りの
２つの挿入部のほうが、床板部材の凹溝に挿入される面積が小さい値に形成されているこ
とが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、所定の２つのパネルを先に支持体の上に並べて敷設し、敷設した２
つのパネルの相対向する床板部材の側面の凹溝にスペーサ部材の所定の２つの挿入部を同
時に挿入し、残りの２つの挿入部に残りの２つのパネルの床板部材の側面の凹溝を順に嵌
合させつつ、残りの２つのパネルを順に敷設する際に、上記残りの２つの挿入部の面積、
より詳しくは、床板部材の凹溝に挿入される面積が小さいので、上記残りの２つのパネル
の床板部材の嵌合が容易となり、この点において、パネルの敷設作業がより一層簡単とな
る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、パネルの敷設作業が簡単で、床板の目地を揃えることができ、かつ敷
設後はパネルが上方に浮き上がるのを防止できるデッキ構造が提供されるから、現場での
省施工性と安全性とに優れたデッキが得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係るデッキの斜視図である。
【図２】図１の状態から幕板を外した状態を示す斜視図である。
【図３】図２の状態から床板及びブラケットを取り除いた状態を示す斜視図である。
【図４】上記デッキで用いられる脚部材の斜視図である。
【図５】上記デッキで用いられる第１支持ユニットの斜視図である。
【図６】上記デッキで用いられる第２支持ユニットの斜視図である。
【図７】上記デッキで用いられる第３支持ユニットの斜視図である。
【図８】上記デッキで用いられるパネルの（ａ）は側面図、（ｂ）は平面図である。
【図９】上記デッキで用いられるスペーサ部材の（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ
）は背面図、（ｄ）は左側面図である。
【図１０】（ａ）～（ｆ）は上記スペーサ部材の様々な方向からの斜視図である。
【図１１】上記スペーサ部材の使用の一態様を示すデッキの部分拡大平面図である。
【図１２】（ａ）は図１１の矢印Ａによるスペーサ部材及び床板構成部材の拡大図、（ｂ
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）は矢印Ｂによるスペーサ部材及び床板構成部材の拡大図である。
【図１３】上記スペーサ部材を用いたパネルの敷設作業の一態様を示すデッキの部分拡大
斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（１）構成
　図１～図３に示すように、本実施形態に係るデッキ１は、施工地盤Ｇに立設された複数
（本実施形態では１６）の脚部材１１１と、脚部材１１１の上に形成された格子状の支持
体２と、支持体２の上に形成された床板３と、支持体２及び床板３の周縁部に取り付けら
れた化粧板としての幕板６１，６２（デッキ１の側面に取り付けられる平幕板６１及びコ
ーナー部に取り付けられるコーナー幕板６２）とを有する。なお、図示しないが、図面上
、左上の領域に住宅が建っており、デッキ１の住宅側は幕板６１，６２が不要なので取り
付けられていない。図中のＬは左を示し、Ｆは前を示す。図２に示す符号１６１は、幕板
６１，６２をデッキ１に取り付けるためのブラケットである。
【００２１】
　（１－１）脚部材
　脚部材１１１は、図４に示すように、施工地盤Ｇと接する基部１１１ａと、上下方向に
延びる四角柱状の支持部１１１ｂとを含む。支持部１１１ｂは、基部１１１ａに対して螺
合しており、回転することにより高さ調節が可能である。
【００２２】
　（１－２）支持体
　支持体２は、図５に示す第１支持ユニット１２１と、図６に示す第２支持ユニット１３
１と、図７に示す第３支持ユニット１４１とを含む。
【００２３】
　［第１支持ユニット］
　第１支持ユニット１２１は、一対の第１フレーム１２１Ａ，１２１Ｂと、一対の第２フ
レーム１２１Ｃ，１２１Ｃとで、平面視矩形状に形成される。
【００２４】
　一方の第１フレーム１２１Ａは、断面ロ字状の大引部１２１ａと、大引部１２１ａの上
面に立設された根太部１２１ｄと、大引部１２１ａの下面に垂設された一対のフランジ部
１２１ｆとを備える。大引部１２１ａの下面とフランジ部１２１ｆとで形成される断面コ
字状の受け部１１２に脚部材１１１の支持部１１１ｂの上端部が嵌入される。大引部１２
１ａの上面のうち根太部１２１ｄよりもユニット内方側の部分は、後述するパネル５１の
台部材５３が載置される段部１２１ｘを形成する。
【００２５】
　他方の第１フレーム１２１Ｂは、断面ロ字状の大引部１２１ｂと、大引部１２１ｂの上
面に立設された根太部１２１ｄと、大引部１２１ｂの下面に垂設された単一のフランジ部
１２１ｆとを備える。大引部１２１ｂの上面のうち根太部１２１ｄよりもユニット内方側
の部分は、パネル５１の台部材５３が載置される段部１２１ｘを形成する。この第１フレ
ーム１２１Ｂの大引部１２１ｂの幅は、上記第１フレーム１２１Ａの大引部１２１ａの幅
の略半分である。
【００２６】
　第２フレーム１２１Ｃは断面Ｌ字に形成され、Ｌ字の長辺がユニット内方側に位置し、
短辺が大引部１２１ａ，１２１ｂの段部１２１ｘに結合される。
【００２７】
　第１フレーム１２１Ａ，１２１Ｂの長さ方向中央部に、断面コ字状の中間フレーム１２
１ｅが架設される。中間フレーム１２１ｅは大引部１２１ａ，１２１ｂの段部１２１ｘに
結合される。中間フレーム１２１ｅにより、平面視で略正方形状の区画領域Ｒが２つ形成
される。
【００２８】
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　［第２支持ユニット］
　第２支持ユニット１３１は、一対の第１フレーム１３１Ｂ，１３１Ｂと、一対の第２フ
レーム１３１Ｃ，１３１Ｃとで、平面視矩形状に形成される。
【００２９】
　第１フレーム１３１Ｂは、それぞれ、上記第１支持ユニット１２１の他方の第１フレー
ム１２１Ｂに類似して、断面ロ字状の大引部１３１ｂと、大引部１３１ｂの上面に立設さ
れた根太部１３１ｄと、大引部１３１ｂの下面に垂設された単一のフランジ部１３１ｆと
を備える。大引部１３１ｂの上面のうち根太部１３１ｄよりもユニット内方側の部分は、
パネル５１の台部材５３が載置される段部１３１ｘを形成する。
【００３０】
　第２フレーム１３１Ｃは断面Ｌ字に形成され、Ｌ字の長辺がユニット内方側に位置し、
短辺が大引部１３１ｂの段部１３１ｘに結合される。
【００３１】
　第１フレーム１３１Ｂの長さ方向中央部に、断面コ字状の中間フレーム１３１ｅが架設
される。中間フレーム１３１ｅは大引部１３１ｂの段部１３１ｘに結合される。中間フレ
ーム１３１ｅにより、平面視で略正方形状の区画領域Ｒが２つ形成される。
【００３２】
　［第３支持ユニット］
　第３支持ユニット１４１は、一対の第１フレーム１４１Ａ，１４１Ｂと、一対の第２フ
レーム１４１Ｃ，１４１Ｃとで、平面視矩形状に形成される。
【００３３】
　一方の第１フレーム１４１Ａは、断面ロ字状の大引部１４１ａと、大引部１４１ａの上
面に立設された根太部１４１ｄと、大引部１４１ａの下面に垂設された一対のフランジ部
１４１ｆとを備える。大引部１４１ａの下面とフランジ部１４１ｆとで形成される断面コ
字状の受け部１１２に脚部材１１１の支持部１１１ｂの上端部が嵌入される。大引部１４
１ａの上面のうち根太部１４１ｄよりもユニット内方側の部分は、パネル５１の台部材５
３が載置される段部１４１ｘを形成する。
【００３４】
　他方の第１フレーム１４１Ｂは、断面ロ字状の大引部１４１ｂと、大引部１４１ｂの上
面に立設された根太部１４１ｄと、大引部１４１ｂの下面に垂設された単一のフランジ部
１４１ｆとを備える。大引部１４１ｂの上面のうち根太部１４１ｄよりもユニット内方側
の部分は、パネル５１の台部材５３が載置される段部１４１ｘを形成する。この第１フレ
ーム１４１Ｂの大引部１４１ｂの幅は、上記第１フレーム１４１Ａの大引部１４１ａの幅
の略半分である。
【００３５】
　第２フレーム１４１Ｃは断面Ｌ字に形成され、Ｌ字の長辺がユニット内方側に位置し、
短辺が大引部１４１ａ，１４１ｂの段部１４１ｘに結合される。
【００３６】
　第１フレーム１４１Ａ，１４１Ｂの長さ方向中央部に、断面コ字状の中間フレーム１４
１ｅが架設される。中間フレーム１４１ｅは大引部１４１ａ，１４１ｂの段部１４１ｘに
結合される。中間フレーム１４１ｅにより、平面視で略正方形状の区画領域Ｒが２つ形成
される。
【００３７】
　脚部材１１１の上で、３つの第１支持ユニット１２１…１２１、３つの第２支持ユニッ
ト１３１…１３１、及び３つの第３支持ユニット１４１…１４１がそれぞれ直列に配置さ
れ、さらに相互に並列に配置されることにより、複数の支持ユニット１２１，１３１，１
４１が全体として１つの格子状の支持体２を形成する（図３参照）。
【００３８】
　（１－３）床板
　床板３は、図８に示すパネル５１が支持体２の上に複数敷設されたものである。パネル
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５１は、床板部材５２と、床板部材５２の下面に設けられた一対の台部材５３とを含む。
【００３９】
　床板部材５２は、３つの矩形状の床板構成部材５２ａが連結されて平面視で略正方形状
に形成されたものである。床板部材５２の縦の長さ（床板構成部材５２ａの連結方向の長
さ）Ｌ１及び横の長さ（床板構成部材５２ａの長手方向の長さ）Ｌ２は、床板部材５２が
支持体２の区画領域Ｒを被覆可能な値に設定されている。
【００４０】
　台部材５３は、床板部材５２の横の長さＬ２方向に所定の間隔Ｌ４で相互に離間し、床
板部材５２の縦の長さＬ１方向にそれぞれ延びるように配置されている。台部材５３の長
さＬ３及び上記間隔Ｌ４は、台部材５３が支持体２の区画領域Ｒ内で大引部１２１ａ，１
２１ｂ，１３１ｂ，１４１ａ，１４１ｂの段部１２１ｘ，１３１ｘ，１４１ｘに載置可能
な値に設定されている。
【００４１】
　台部材５３の高さＨは、支持体２の根太部１２１ｄ，１３１ｄ，１４１ｄ、第２フレー
ム１２１Ｃ，１３１Ｃ，１４１Ｃ、及び中間フレーム１２１ｅ，１３１ｅ，１４１ｅの高
さよりも若干高い値に設定されている。
【００４２】
　パネル５１が支持体２の区画領域Ｒに１つずつ嵌め込まれることにより、床板部材５２
が支持体２の上面に敷き詰められ、この敷き詰められた複数（本実施形態では１８）の床
板部材５２が全体として１つの床板３を形成する（図２参照）。
【００４３】
　なお、本実施形態では、図１及び図２に示したように、床板部材５２の横の長さＬ２が
デッキ１の長手方向に沿うようにパネル５１を支持体２の上に敷設したが、床板部材５２
及び区画領域Ｒはいずれも平面視で略正方形状であるから、支持体２に対するパネル５１
の敷設方向を平面視で９０°ずらすことも可能である。つまり、床板部材５２の縦の長さ
Ｌ１がデッキ１の長手方向に沿うようにパネル５１を支持体２の上に敷設してもよい。
【００４４】
　パネル５１が支持体２の区画領域Ｒに嵌め込まれたとき、床板部材５２の周縁部が、第
１フレーム１２１Ａ，１２１Ｂ，１３１Ｂ，１４１Ａ，１４１Ｂの根太部１２１ｄ，１３
１ｄ，１４１ｄ、及び第２フレーム１２１Ｃ，１３１Ｃ，１４１ＣのＬ字の長辺よりもユ
ニット外方に突出する。そのため、パネル５１が支持体２の上に敷設された後は、相互に
隣り合う床板部材５２の周縁部が近接する。
【００４５】
　本実施形態では、パネル５１の床板部材５２の前後の側面（図８において上下の側面）
に厚み方向と直交する方向（床板構成部材５２ａの長手方向）に延びる凹溝（当該パネル
５１の内方側に凹んだ凹溝）５２ｘが形成されている。そして、この凹溝５２ｘに次に説
明するスペーサ部材６の挿入部が挿入されることにより、敷設されたパネル５１の床板部
材５２の上下方向の高さが揃えられ、かつ、相互に隣り合う床板部材５２間の間隔、すな
わち目地が揃えられる。
【００４６】
　なお、本実施形態では、図１～図３から明らかなように、デッキ１の前後方向に３つの
パネル５１が並べて敷設され、デッキ１の左右方向に６つのパネル５１が並べて敷設され
、全１８個のパネル５１が前後左右に並べて敷設される。次の『（１－４）スペーサ部材
』では、これらのうち、デッキ１の前後方向の３つのパネル５１を前から順に、前のパネ
ル、中のパネル、後のパネルと称する。
【００４７】
　（１－４）スペーサ部材
　図９及び図１０に、本実施形態で用いられるスペーサ部材６の様々な方向からの単体図
を示す。スペーサ部材６は、ラバー製又は可撓性のある樹脂成形品である。図示したよう
に、スペーサ部材６は、大別して、平面視で略矩形状の平板な部分と、その平板な部分の
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下面から下方に突出する部分とを有する。
【００４８】
　平板な部分は、当該スペーサ部材６に関して左前側の第１挿入部６ａと、右前側の第２
挿入部６ｂと、左後側の第３挿入部６ｃと、右後側の第４挿入部６ｄとを含む。これらの
４つの挿入部６ａ～６ｄは相互に同一平面上に連続して形成される。第１挿入部６ａ及び
第２挿入部６ｂの側部は、第３挿入部６ｃ及び第４挿入部６ｄから離れるほど先細りにな
るテーパー状に形成されている。第１挿入部６ａ及び第２挿入部６ｂに比べて、第３挿入
部６ｃ及び第４挿入部６ｄのほうが、前後方向の長さが短く形成され、そのため、平面視
での面積が小さい値に形成されている。
【００４９】
　下方に突出する部分は、前側の第１突起部６ｅと、後側の第２突起部６ｆと、左側の第
３突起部６ｇと、右側の第４突起部６ｈとを含む。これらの４つの突起部６ｅ～６ｈはブ
ロック形状であり、４つの挿入部６ａ～６ｄと一体に形成されている。第１突起部６ｅは
第１挿入部６ａと第２挿入部６ｂとの境界部に位置し、第２突起部６ｆは第３挿入部６ｃ
と第４挿入部６ｄとの境界部に位置し、第３突起部６ｇは第１挿入部６ａと第３挿入部６
ｃとの境界部に位置し、第４突起部６ｆは第２挿入部６ｂと第４挿入部６ｄとの境界部に
位置する。第１突起部６ｅの左右方向の幅、第２突起部６ｆの左右方向の幅、第３突起部
６ｇの前後方向の幅、及び第４突起部６ｈの前後方向の幅は、全て相互に同一の値に形成
されている。
【００５０】
　第１突起部６ｅは独立して形成され、第２突起部６ｆ～第４突起部６ｈは相互に連続し
て形成されている。第３突起部６ｇ及び第４突起部６ｈは、第１突起部６ｅ及び第２突起
部６ｆよりも下方に長く突出している。第３突起部６ｇ及び第４突起部６ｈは、その一部
が平板な部分よりも左右に若干食み出している。
【００５１】
　このスペーサ部材６は、支持体２の上に敷設された４つのパネル５１…５１のコーナー
部が相互に突き合わされる集合部（図１に○で囲った部分）に配置されて用いられる。す
なわち、本実施形態では、１台のデッキ１に対し１０個のスペーサ部材６…６が用いられ
る。図１１は、図１に○で囲った部分の拡大平面図、図１２（ａ）は、図１１の矢印Ａに
よるスペーサ部材６及び床板構成部材５２ａ（ひいては床板部材５２）の拡大図、図１２
（ｂ）は、図１１の矢印Ｂによるスペーサ部材６及び床板構成部材５２ａ（ひいては床板
部材５２）の拡大図である。
【００５２】
　図示したように、パネル５１は、凹溝５２ｘが形成された床板部材５２の前後の側面（
図８参照）がデッキ１の前後を向くように支持体２の上に敷設される。そして、スペーサ
部材６は、その使用の一態様において、第１挿入部６ａが集合部の４つのパネル５１…５
１のうちデッキ１の右後のパネル５１の床板部材５２（符号ア）の前側の側面の凹溝５２
ｘに水平方向に挿入され、第２挿入部６ｂが右前のパネル５１の床板部材５２（符号イ）
の後側の側面の凹溝５２ｘに水平方向に挿入され、第３挿入部６ｃが左後のパネル５１の
床板部材５２（符号ウ）の前側の側面の凹溝５２ｘに水平方向に挿入され、第４挿入部６
ｄが左前のパネル５１の床板部材５２（符号エ）の後側の側面の凹溝５２ｘに水平方向に
挿入される。
【００５３】
　その場合、第１突起部６ｅが右後の床板部材５２（ア）の前側側面と右前の床板部材５
２（イ）の後側側面との間の間隙に介在して挟まれ、第２突起部６ｆが左後の床板部材５
２（ウ）の前側側面と左前の床板部材５２（エ）の後側側面との間の間隙に介在して挟ま
れ、第３突起部６ｇが右後の床板部材５２（ア）の左側側面と左後の床板部材５２（ウ）
の右側側面との間の間隙に介在して挟まれ、第４突起部６ｈが右前の床板部材５２（イ）
の左側側面と左前の床板部材５２（エ）の右側側面との間の間隙に介在して挟まれる。
【００５４】
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　ここで、第３突起部６ｇと第４突起部６ｈとが、本発明の「前後方向に並ぶ２つの突起
部」に相当し、第１突起部６ｅと第２突起部６ｆとが、本発明の「左右方向に並ぶ２つの
突起部」に相当する。
【００５５】
　図１３は、このスペーサ部材６を用いたパネル５１の敷設作業の一態様を示すデッキ１
の部分拡大斜視図である。この図は、図１～図３で図示しない住宅側からデッキ１の前方
側を見たものであって、全１８個のパネル５１を支持体２の区画領域Ｒに１つずつ嵌め込
んでいる途中の状態を示している。図例では、デッキ１の比較的右の列のパネル５１の敷
設が終了し、次の左の列の前のパネル５１が敷設されたところである。
【００５６】
　図中の円内の詳細図に示すように、デッキ１の前後に並べて敷設された２つのパネル５
１，５１の相対向する床板部材５２，５２の前側の側面の凹溝５２ｘと後側の側面の凹溝
５２ｘとにスペーサ部材６の第１挿入部６ａと第２挿入部６ｂとが同時に挿入されている
。その際、相互に隣り合う前後の床板部材５２，５２間の間隙に第１突起部６ｅが介在し
て挟まれている。また、右側の詳細図によれば、デッキ１の前後に２つ表れているスペー
サ部材６のうち、前側のスペーサ部材６において、次の左の列の前のパネル５１の床板部
材５２の後側の側面の凹溝５２ｘに当該前側のスペーサ部材６の第４挿入部６ｄがさらに
挿入されている。その際、相互に隣り合う左右の床板部材５２，５２間の間隙に第４突起
部６ｈが介在して挟まれている。
【００５７】
　この状態において、次は、左の列の中のパネル５１及び後のパネル５１（いずれも図示
せず）を順に敷設する。その際、中のパネル５１は、図１３の状態から、前側のスペーサ
部材６の第３挿入部６ｃに床板部材５２の前側の側面の凹溝５２ｘを嵌合させると共に、
後側のスペーサ部材６の第４挿入部６ｄに床板部材５２の後側の側面の凹溝５２ｘを嵌合
させつつ、また相互に隣り合う前のパネル５１の床板部材５２との間に前側のスペーサ部
材６の第２突起部６ｆを介在させて挟みつつ、パネル５１を支持体２の区画領域Ｒに嵌め
込めばよい。後のパネル５１は、さらにその状態から、後側のスペーサ部材６の第３挿入
部６ｃに床板部材５２の前側の側面の凹溝５２ｘを嵌合させつつ、また相互に隣り合う中
のパネル５１の床板部材５２との間に後側のスペーサ部材６の第２突起部６ｆを介在させ
て挟みつつ、パネル５１を支持体２の区画領域Ｒに嵌め込めばよい。
【００５８】
　（２）作用等
　以上、図面を参照して詳しく説明したように、本実施形態に係るデッキ１は、脚部材１
１１の上に形成される支持体２と、支持体２の上に敷設される複数のパネル５１と、敷設
された４つのパネル５１のコーナー部が相互に突き合わされる集合部（図１１参照）に取
り付けられるスペーサ部材６とを有する。上記パネル５１は、当該パネル５１の内方側に
凹んだ凹溝５２ｘが側面に形成された平面視で矩形状の床板部材５２を備える。上記スペ
ーサ部材６は、４つのパネル５１の床板部材５２の凹溝５２ｘにそれぞれ水平方向から挿
入される４つの挿入部６ａ～６ｄと、相互に隣り合う床板部材５２間の間隙に介在する４
つの突起部６ｅ～６ｈとを備える。上記４つの挿入部６ａ～６ｄは相互に同一平面上に形
成される。上記４つの突起部６ｅ～６ｈの水平方向における左右方向の幅あるいは前後方
向の幅は全て相互に同一の値に形成される。
【００５９】
　この構成によれば、支持体２の上に敷設された４つのパネル５１のコーナー部の集合部
においては、相互に同一平面上に形成されたスペーサ部材６の４つの挿入部６ａ～６ｄが
それぞれ４つのパネル５１の床板部材５２の側面の凹溝５２ｘに水平方向から挿入され、
かつ、水平方向における左右方向の幅あるいは前後方向の幅が全て相互に同一の値に形成
されたスペーサ部材６の４つの突起部６ｅ～６ｈがそれぞれ相互に隣り合う床板部材５２
間の間隙に介在する。したがって、スペーサ部材６の挿入部６ａ～６ｄにより、敷設され
たパネル５１の床板部材５２の上下方向の高さ（床板部材５２の上面の高さ）が揃い、か



(10) JP 2016-44444 A 2016.4.4

10

20

30

40

50

つ、スペーサ部材６の突起部６ｅ～６ｈにより、相互に隣り合う床板部材５２間の間隔、
すなわち目地が全て揃う。言い換えると、前後方向に並ぶ床板部材５２間の間隔（縦の目
地）も、左右方向に並ぶ床板部材５２間の間隔（横の目地）も、全ての目地が揃う。その
ため、デッキ１の床板３が見栄えよくきれいに仕上がる。
【００６０】
　その上で、４つのパネル５１を敷設するときは、例えば、所定の１つのパネル５１を先
に支持体２の上に敷設し（例えば図１１の５２（イ））、敷設したパネル５１の床板部材
５２の側面の凹溝５２ｘにスペーサ部材６の所定の１つの挿入部（６ｂ）を挿入し、残り
の３つの挿入部（６ａ，６ｄ，６ｃ）に残りの３つのパネル５１の床板部材５２（５２（
ア）、５２（エ）、及び５２（ウ））の側面の凹溝５２ｘを順に嵌合させつつ（このとき
相互に隣り合う床板部材５２間に突起部（６ｅ，６ｈ，６ｆ，６ｇ）を挟みつつ）、残り
の３つのパネル５１を順に敷設すればよい。あるいは、図１３に示したように、所定の２
つのパネル５１を先に支持体２の上に並べて敷設し（例えば図１１の５２（イ）及び５２
（ア））、敷設した２つのパネル５１の相対向する床板部材５２の側面の凹溝５２ｘにス
ペーサ部材６の所定の２つの挿入部（６ｂ，６ａ）を同時に挿入し（このとき２つの床板
部材５２間に突起部（６ｅ）を挟み）、残りの２つの挿入部（６ｄ，６ｃ）に残りの２つ
のパネル５１の床板部材５２（５２（エ）及び５２（ウ））の側面の凹溝５２ｘを順に嵌
合させつつ（このとき相互に隣り合う床板部材５２間に突起部（６ｈ，６ｆ，６ｇ）を挟
みつつ）、残りの２つのパネル５１を順に敷設すればよい。
【００６１】
　したがって、複数のパネル５１を簡単に敷設することができる。また、パネル５１の敷
設後は、スペーサ部材６の挿入部６ａ～６ｄが床板部材５２の側面の凹溝５２ｘに水平方
向から挿入されているので、パネル５１を上方に浮き上がらせるような力が作用しても、
上記挿入部６ａ～６ｄと凹溝５２ｘとが引っ掛かってパネル５１が上方に浮き上がらない
。これにより、パネル５１の敷設作業が簡単で、床板３の目地を揃えることができ、かつ
敷設後はパネル５１が上方に浮き上がるのを防止できるデッキ１の構造が提供される。
【００６２】
　本実施形態では、上記スペーサ部材６の４つの挿入部６ａ～６ｄのうち相互に隣り合う
第１挿入部６ａ及び第２挿入部６ｂの側部は、残りの第３挿入部６ｃ及び第４挿入部６ｄ
から離れるほど先細りになるテーパー状に形成されている（図９及び図１０参照）。
【００６３】
　この構成によれば、図１３に示したように、所定の２つのパネル５１を先に支持体２の
上に並べて敷設し、敷設した２つのパネル５１の相対向する床板部材５２の側面の凹溝５
２ｘにスペーサ部材６の所定の２つの挿入部を同時に挿入する際に、上記側部がテーパー
状に形成された第１挿入部６ａ及び第２挿入部６ｂを同時に挿入することにより、上記テ
ーパーによって上記同時挿入が容易となり、この点において、パネル５１の敷設作業がよ
り一層簡単となる。
【００６４】
　本実施形態では、上記側部がテーパー状に形成された第１挿入部６ａ及び第２挿入部６
ｂに比べて、残りの第３挿入部６ｃ及び第４挿入部６ｄのほうが、床板部材５２の凹溝５
２ｘに挿入される面積（平面視での面積）が小さい値に形成されている（図９及び図１０
参照）。
【００６５】
　この構成によれば、図１３に示したように、所定の２つのパネル５１を先に支持体２の
上に並べて敷設し、敷設した２つのパネル５１の相対向する床板部材５２の側面の凹溝５
２ｘにスペーサ部材６の第１挿入部６ａ及び第２挿入部６ｂを同時に挿入し、残りの第３
挿入部６ｃ及び第４挿入部６ｄに残りの２つのパネル５１の床板部材５２の側面の凹溝５
２ｘを順に嵌合させつつ、残りの２つのパネル５１を順に敷設する際に、上記残りの第３
挿入部６ｃ及び第４挿入部６ｄの面積、より詳しくは、床板部材５２の凹溝５２ｘに挿入
される面積が小さいので、上記残りの２つのパネル５１の床板部材５２の嵌合が容易とな
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り、この点において、パネル５１の敷設作業がより一層簡単となる。
【００６６】
　なお、上記実施形態では、図１１～図１３に示したように、凹溝５２ｘが形成された床
板部材５２の前後の側面（図８参照）がデッキ１の前後を向くようにパネル５１を支持体
２の上に敷設したが、床板部材５２及び区画領域Ｒはいずれも平面視で略正方形状である
から、支持体２に対するパネル５１の敷設方向を平面視で９０°ずらすことも可能である
。つまり、凹溝５２ｘが形成された床板部材５２の前後の側面がデッキ１の左右を向くよ
うにパネル５１を支持体２の上に敷設してもよい。その場合においても、本発明のスペー
サ部材６は上記実施形態と同様に用いることが可能である。
【００６７】
　また、上記実施形態では、４つの突起部６ｅ～６ｈの幅は全て相互に同一の値に形成し
たが、これに限らず、少なくとも、前後方向に並ぶ２つの突起部の幅が相互に同一で、か
つ左右方向に並ぶ２つの突起部の幅が相互に同一になるように形成してもよい。具体的に
、第３突起部６ｇの幅と、第４突起部６ｈの幅とを相互に同一の値に形成し、これとは別
に、第１突起部６ｅの幅と、第２突起部６ｆの幅とを相互に同一の値に形成する。こうす
ることにより、第３突起部６ｇと第４突起部６ｈとにより前後方向の目地（縦の目地）が
揃い、第１突起部６ｅと第２突起部６ｆとにより左右方向の目地（横の目地）が揃う（図
１１参照）。これによっても、デッキ１の床板３が十分見栄えよくきれいに仕上がる。
【００６８】
　また、上記実施形態では、パネル５１は、床板部材５２と、台部材５３とを含んでいた
が、これに限らず、床板部材５２のみ含むものでもよい。その場合、床板部材５２は直接
支持体２（第１～第３支持ユニット１２１，１３１，１４１）に敷設するが、その際に、
本発明のスペーサ部材６を上記実施形態と同様に用いることが可能である。そして、スペ
ーサ部材６で目地を調整した後、床板部材５２をビス止め等で支持体２に取り付ければよ
い。
【符号の説明】
【００６９】
　１　　　　　デッキ
　２　　　　　支持体
　３　　　　　床板
　６　　　　　スペーサ部材
　６ａ～６ｄ　挿入部
　６ｅ～６ｈ　突起部
　５１　　　　パネル
　５２　　　　床板部材
　５２ｘ　　　凹溝
　１１１　　　脚部材
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